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（
庁
内
の
関
係
各
課
に
よ
り
構
成
） 

第
１
回
～
第
６
回 

庁
内
検
討
会 

（
外
部
の
学
識
経
験
者
、
関
係
行
政
機
関
、
関
係
団
体
に
よ
り
構
成
） 

第
１
回
～
第
７
回 

策
定
協
議
会 

都市機能誘導区域 

平
成
２
７
年
度 

平
成
２
８
年
度 

平
成
２
９
年
度 

協議等 意見聴取等 

市民アンケート（※１） 
H28.9～10 

都市計画審議会 
（第 46 回）H28.2.4 

オープンハウス（※２） 
H28.10 

都市計画審議会 
（第 48 回）H28.10.28 

第
６
回
～
第
９
回 

庁
内
検
討
会 

第
７
回
～
第
１
０
回 

策
定
協
議
会 

居住誘導区域 

協議等 意見聴取等 

都市計画審議会 
（第 49 回）H29.4.25 

市民説明会（※３） 
H29.7 

都市計画審議会 
（第 50 回）H29.8.30 

パブリックコメント（※４） 
H29.9～10 

都市計画審議会（第 51 回）H29.11.21 

策定・公表 H30.3.30 

都市計画審議会 
（第 51 回）H29.11.21 

都市計画審議会 
（第 53 回）H30.4.17 

市民説明会（※５） 
H30.6～7 

パブリックコメント（※６） 
H30.9～10 

都市計画審議会（第 54 回）H30.11.26 

策定・公表 H31.3.29 
（※１）まちづくりに関する市民アンケートを実施 
（※２）市内の大型商業施設にてコンパクトなまちづくりに関す

る説明や意見交換を行うオープンハウスを２日間開催 
（※３）市内５箇所において、計画の内容等を市民の方々に説明

を行う市民説明会を実施 
（※４）計画の素案について市民の方々から意見募集を行った。

（※５）市内１０箇所において、計画の内容等について市民の
方々に説明や意見交換を行う対話型の市民説明会を
実施 

（※６）計画の素案について市民の方々から意見募集を行っ
た。 

 

平
成
３
０
年
度 

 8-1 計画の策定 
■計画策定期間 平成２７年度（２０１５年度）から平成３０年度（２０１８年度） 
■策定・公表日 都市機能誘導区域 平成３０年（２０１８年）３月３０日 
        居住誘導区域   平成３１年（２０１９年）３月２９日 
■策定の経緯
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 8-2 進捗・管理 
 
立地適正化計画では、定期的に当該計画の都市機能及び居住誘導区域における施策の実施

状況について、調査、分析、評価を行うことに努めるとともに、必要がある場合には、立地
適正化計画及びこれに関連する都市計画を変更することが、都市再生特別措置法でも求めら
れています。 

本計画においても、定期的に評価指標の評価結果や社会情勢の変化をふまえ、計画の見直
しの必要性を検討することとします。 

 

 

 

 

図 8-1 PDCA サイクルによる計画の進捗・管理のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 定期的な評価指標の

確認
• 評価結果、社会情勢を
踏まえ必要に応じて見
直し

• 都市機能施設の誘導を
促すことで機能を集約

• 居住誘導に係る施策、
事業の実施

• 立地適正化計画を策定
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図 8-1 PDCA サイクルによる計画の進捗・管理のイメージ 
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